
人権尊重の社会づくり相談ネットワークの運用状況（平成２２年度）について

平成２２年１２月１７日

人権・同和対策課

１　相談件数等
相談件数は１８３件（前年同期１７１件。前年同期比７％増）
　　※相談件数等の詳細は、別紙資料をご参照ください。
２　主な相談事例
	支援類型
	具体例

	
	相談分野
	対応状況

	①整理・関係機関への伝達

相談内容を整理してまとめ、関係機関へ伝達して解決を促進
	労働者（退職）
	相談内容を整理し県労働委員会での対応の可否を確認。その後、県労働委員会へあっせん申請。申請後も専門相談員（弁護士）が助言するなど、継続して支援し、解決を促進

	
	子ども（教員の指導）
	相談内容を整理し県教委に伝達し、対応を要請。学校側と相談者で話し合いがされ、相談者が納得

	②関係機関との緊密な連携

関係機関が同席して相談対応など連携した支援
	疾病（近隣住民との関係）
	関係機関（県福祉保健局）が同席して相談を聴き、連携して対応。関係機関が対応策を実施し、経過を見ることを確認

	③第三者として当事者に伝達

相談内容を第三者として冷静に伝達し、問題への対応を促進
	疾病（医療サービス）
	相談内容を病院側に伝達し、対応を依頼。改善が図られるとともに、当事者間で冷静に話し合いがされた。

	
	疾病（施設内禁煙）
	相談内容を施設管理所管部署へ伝達し、対応を要請。施設管理所管部署が検討の結果、相談者の意向にそった対応を実施

	
	障がい（福祉サービス）
	相談内容を施設側に伝達し、当事者での協議の場の設定等を要請。その結果、施設の福祉サービス第三者委員による協議等がもたれ、解決を促進

	
	公務員（個人情報保護）
	相談内容を問題があったとされる公務員の属する自治体へ伝達。自治体が事実関係を調査し、解決を促進

	④関係機関等への助言


福祉施設職員等へ対処方策を助言して解決を促進
	労働者（退職）
	相談者（福祉施設管理者）に傷ついた職員への対処方法を助言するとともに、福祉施設での人権研修の開催を要請

	
	高齢者（福祉サービス）
	相談者（地域包括支援センター職員）に養護老人ホーム利用者の処遇方法等について助言するとともに、県福祉保健局へ相談内容を伝達し、相談者が相談できる環境を整備


人権相談窓口における相談の状況について
平成２０年４月から平成２２年１１月までに、人権相談窓口へ寄せられた相談の概要は、次のとおり。

１　相談件数　

①受付機関別　　　　　　　　　　　　　　　　②相談形態別　　　　　　　
	
	H20年度
	H21年度
	H22年度
	
	
	
	H20年度
	H21年度
	H22年度
	

	人権局
	115
	120
	68
	
	
	面接
	100
	111
	72
	

	中部県民局
	24
	36
	17
	
	
	電話
	89
	145
	  104
	

	西部県民局
	54
	108
	98
	
	
	封書等
	4
	8
	    7
	

	計
	193
	264
	183
	
	
	計
	193
	264
	  154
	


２　相談内容

①分野別　
	
	同和

問題
	外国人
	障がい
	子ども
	女性
	高齢者
	公務員によるもの
	労働者
	疾病
	その他
	計



	H20年度
	3
	0
	28
	12
	13
	12
	27
	50
	2
	70
	217

	H21年度
	6
	6
	54
	13
	25
	30
	47
	39
	11
	69
	300

	H22年度
	8
	2
	57
	4
	10
	10
	55
	22
	16
	28
	212


※相談一件であっても相談内容により複数の分野に計上
②行為類型別

	
	差別

表現
	落書き

	インターネット
	就労（募集採用）
	就労（左以外）
	虐待（身体的）
	虐待（心理的）
	虐待（性的）
	虐待（経済的）
	虐待（ﾈｸﾞﾚｸﾄ）
	サービス提供
	就学

	H20年度
	6
	0
	2
	6
	61
	5
	6
	1
	0
	1
	10
	0

	H21年度
	8
	1
	1
	4
	32
	7
	28
	1
	6
	4
	49
	4

	H22年度
	9
	0
	8
	0
	13
	4
	9
	0
	1
	1
	71
	0


　
	
	ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ
	居住・生活の安全
	報道

被害
	誹謗

中傷
	嫌がらせ
	いじめ
	セクハラ
	性犯罪
	結婚差別
	賃貸拒否
	その他
	計

	H20年度
	5
	14
	2
	14
	2
	6
	2
	0
	1
	1
	83
	228

	H21年度
	7
	32
	2
	35
	39
	23
	4
	1
	1
	1
	64
	354

	H22年度
	12
	37
	1
	15
	61
	17
	0
	1
	0
	0
	9
	269


※相談一件であっても相談内容により複数の行為類型に計上

３　相談窓口の対応状況

	
	情報提供・助言
	他機関（県の機関）紹介
	他機関（県以外）紹介
	その他
（傾聴など）
	計

	H20年度
	１１７
	２０
	１７
	３９
	１９３

	H21年度
	１７８
	２４
	１３
	４９
	２６４

	H22年度
	１３８
	１２
	２
	３１
	１８３


資料２





鳥取県では、人権尊重の社会づくり相談ネットワークを人権尊重の社会づくり条例の中に位置づけて、県民からの人権相談に総合的に対応し、人権相談員からの助言、各種専門家の支援、関係機関との連携などを行いながら、相互の理解と自主的な取組によって解決の促進を図っています。


平成２２年４月から１１月までに同相談ネットワークで対応した相談の概要は、次のとおりです。








